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次のとおり、携帯電話の持ち込み許可を申請します。ついては下記の内容を確認し同意します。 

 

１．携帯電話の取り扱いについては、学校が定めた所持規則及び指導に従います。 

２. 保護者は、生徒の携帯電話の使用を適正に管理するとともに、学校内外に関わらず携帯電話に係るあらゆるトラブル・

事故について責任を負います。 

３．申請内容に変更が生じた場合、速やかに変更内容を届けます。 

 

申請内容 

 

申請理由 ※携帯電話の学校への持ち込みが必要な理由 

 

 

所持規則 

① 保護者と生徒本人との連絡が目的であることを、保護者生徒ともに事前にしっかり確認すること。 

② 携帯電話を校内、また登下校中であっても申請した内容以外には使用しないこと。 

③ 携帯電話は登校後速やかに電源を切り、朝の会までに担任もしくは職員室にて預ける。 

  また必ず預けた本人が帰りの会終了後に担任もしくは職員室にて受け取ること。 

④ 学校保管時以外の携帯電話の盗難、紛失、破損等については全て保護者の責任で対応する。 

⑤ 保護者は、生徒の携帯電話の使用を適正に管理し、セキュリティーや情報モラルに関する指導を責任を持って行う。 

⑥ 携帯電話所持を要因としたトラブルは絶対に起こさない。 

※インターネット上への書き込み、SNSへの投稿等。 

 

違反した場合 

違反した場合、原則として学校は携帯電話を預かり、保護者の来校によってそれを保護者に返却する。 

また必要な指導を行う。 

 

   年   組   番 令和  年  月  日 

生徒氏名  

保護者署名               


